
◇ 対　象　者 ◇ ◇ こんな工事が対象です ◇

◇ 補　助　金　額 ◇

町営住宅入居者募集町営住宅入居者募集

富士見町住宅リフォーム事業補助金制度のご案内富士見町住宅リフォーム事業補助金制度のご案内

　 総務課 管財係　☎62-9325　 総務課 管財係　☎62-9325申込 問

●住宅の概要（募集戸数：3戸）
住　宅　名 構　造　等 規　格 家　賃 所　在　地　等

一ツ藪公営住宅　2号 簡易耐火平屋建
昭和56年度建築 3DKY 12,200円～

23,900円
富士見町富士見3250-1
富士見高校より西へ約500ｍ

一ツ藪町営住宅　7号 木造平屋建
昭和60年度建築 3DKY 一律30,000円 富士見町富士見3237-4

富士見高校より西へ約500ｍ

乙事公営住宅　2号 簡易耐火平屋建
昭和53年度建築 3DKY 10,800円～

21,300円
富士見町乙事5187-1
本郷小学校より南へ約1.5km

Ｄ…ダイニング　　Ｋ…台所　　Ｙ…浴室（浴室給湯・浴槽付）

【募集期間】
【申込方法】

【選考方法】 【抽選日時】
【会　　場】 【入 居 日】
【入居資格】

 10月1日(金)～10月14日(木)
 総務課 管財係に備え付けまたは町ホームページ（https://www.town.fujimi.lg.jp/）内の
 申し込み用紙に記入し、必要書類を添えて提出してください。
 公開抽選  　10月15日（金）　午前10時～　
 役場3階 図書室  　原則として入居決定後10日以内
 次の①～⑥の資格をすべて満たす方
　①地方税を滞納していない方
　②現に同居し、または同居しようとする親族がある方
　③公営住宅法による月収が規定の額以下の方　
　　●一般世帯：158,000円以下　　●高齢者身体障がい者世帯等：214,000円以下
　④現に住宅に困窮していることが明らかな方（他の公営住宅入居者や持ち家がある方は不可）　　
　⑤町内に住所または勤務先を有する方　　　
　⑥入居者および同居者が暴力団員ではない方

建設課　都市計画係　☎62-9217建設課　都市計画係　☎62-9217問

　町では、町内業者に依頼して住宅リフォームを行う方に、費用の一部を補助しています。
　補助を希望される方は必ず事前にご相談ください。

　富士見町に住民登録のある方で、補助対象建築
物の所有者、または所有者と三親等以内の親族の
方で対象建築物に居住する方

補助対象工事費の１/２（上限10万円）
　※移住者（上限30万円加算）
　※居住誘導区域内にお住いの方（上限5万円加算）
　※消防団員等（上限5万円加算）

・住宅と同一敷地内にある倉庫、車庫、物置等
・住宅の屋根、外壁、玄関等
・台所、洗面所、浴室、トイレ等の水回り工事
・エアコン、給湯設備機器等の設置工事
・窓や網戸の交換、建具の交換、畳の取替え等
・内装工事　　など

※工事費用10万円から申請できます。

申請できるのは一つの建物につき一回です。
（過去に補助金を受けた建築物等については申請できませんのでご注意ください）

申込
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